
令和８・９年度薩摩川内市水道施設工事入札参加資格について 

１ 入札参加資格の基準について                   

⑴ 水道施設工事の入札に参加できる者は、本市の総合点を有する企業とする。 

 

 

 ⑵ 本市の総合点を有する企業については、次のとおり区分する。 

  ア 【市内業者】 

次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する者 

   （ア） 令和６・７年度薩摩川内市水道施設工事入札参加資格において、総合点を有した業者

（準市内業者を除く。） 

   （イ） 以下の全てを満たしている者 

    ａ 本市の区域内に、建設業法第３条に規定する主たる営業所（ただし、登記簿に本店

として登記されていること）を設けて、営業していること。 

    ｂ 営業所の設置期間が１０年以上であること。（起算日：最初に建設業許可を受けた日） 

      ただし、次の要件のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 

     （ａ） 営業所の設置期間が、令和８年７月１日から令和１０年６月３０日までの間に 

      １０年に達することが見込まれること。（起算日：最初に建設業許可を受けた日） 

     （ｂ） 過去２年間に本市発注の建設工事を元請として受注し、その工事成績に６５点未

満がないこと。 

     （ｃ） 過去において本市から指名停止措置を受けていないこと。 

    ｃ 建設業許可があり、経営事項審査を受けていること。 

    ｄ 本市発注工事（随意契約を含む。）において、元請としての受注実績があること。 

    ｅ 使用人数が３人以上（経営事務の管理責任者：１人、専任で主任技術者となり得る

者：１人、経理事務を担当する者：１人）であること。 

    ｆ 市税（法人市民税、固定資産税等）の滞納がないこと。 

    ｇ 看板等営業所であることを対外的に表示していること。 

    ｈ 電気料金等公共料金の負担を証明できること。 

    ｉ 常時契約を締結する事務所であること。 

 

  イ 【準市内業者】 

以下の全てを満たしている者 

   （ア） 本市の区域内に、建設業法第３条に規定する主たる営業所（ただし、登記簿に本店と

して登記されていること。）を設けて、営業していること。 

（イ） 営業所の設置期間が１年以上であること。（起算日：最初に建設業許可を受けた日） 

（ウ） 建設業許可があり、経営事項審査を受けていること。 

（エ） 本市発注工事（随意契約を含む。）について、受注実績があること。 

 



（オ） 使用人数が３人以上（経営事務の管理責任者：１人、専任で主任技術者となり得る者：

１人、経理事務を担当する者：１人）であること。 

（カ） 市税（法人市民税、固定資産税等）の滞納がないこと。 

（キ） 看板等営業所であることを対外的に表示していること。 

（ク） 電気料金等公共料金の負担を証明できること。 

（ケ） 常時契約を締結する事務所であること。 

 

 

⑶ 「準市内業者」が参加できる工事の入札は、当該入札公告の「発注区分・条件」の定める

ところによる。 

 

 

⑷ 本市の総合点は、次に掲げるところにより積算する。 

  ア 経営事項審査の「総合評定値（Ｐ点）」を本市の「客観点」とし、本市の「主観点」を加

えたものを、本市の「総合点」とする。（総合点＝客観点＋主観点） 

 

イ 主観点 

   次の（ ア）から（シ）までに掲げるところにより算定した点数とする。 

（ア） 工事成績・施工実績の換算 

     令和４年度から令和７年度までの間において本市が発注した水道施設工事の、それぞれ

の受注者の請負金額の合計額及び当該工事に係る工事成績の平均点に応じ、鹿児島県の工

事成績・施工実績評価換算表を準用して算定した点数とする。 

（イ） 災害復旧工事の受注実績 

令和６・７年度に災害復旧に係る本市水道施設工事を競争入札で受注した業者に対し、

次の計算式により算出した点数を加点する。ただし、最高５０点を限度とする。 

・ 予定価格（税抜価格）５００万円未満の災害復旧工事の受注件数×１０点 

・ 予定価格（税抜価格）５００万円以上の災害復旧工事の受注件数×５点 

（ウ） 地域貢献 

    ａ 消防団活動 

本市消防団は地域社会に奉仕する活動を行っており、地域の安全・安心に寄与してい

ることから、次に掲げる区分により、該当する企業に対し、加点する。ただし、(a)、(b)

合計で最高４０点を限度とする。 

     （ａ） 薩摩川内市消防団協力事業所の認定を受けている企業      ６点 

      （※ 令和８年３月３１日までに本市（消防局）へ申請し、又は消防 

団長等により推薦され、その後認定を受けた企業を対象とする。） 

     （ｂ） 本市消防団員が在籍している企業    （消防団員１人につき）２点 

ｂ 高齢化が著しい町内での支援活動 

     高齢化が著しい町内での支援について、当該支援活動を行った企業に対し、各年度（令

和６・７年度）の活動につき、各１０点を加点する。ただし、最高２０点を限度とする。 

※ 高齢化が著しい町内とは…薩摩川内市の統計データにある、「町別・年齢人口「年



齢分類別地域町別一覧表」（毎年４月１日現在）」の６５歳以上の者の人口の割合

が５０パーセント以上である町内 

    ｃ 公共施設等へのボランティア活動 

 本市の公共施設等においてボランティア活動を行った企業に対し、各年度（令和６・

７年度）の活動につき、各１０点を加点する。ただし、最高２０点を限度とする。 

   （※ ｂｃ双方に該当する活動にあっては、いずれか一方の加点対象とする。） 

（エ） 災害協定の締結 

本市と災害協定を締結している団体、又は締結している団体と災害相互協力協定を締結

する団体の会員に対して、２０点を加点する。 

（オ） 表彰実績 

 平成２８年度から令和７年度までの間において、薩摩川内市優良建設工事施工企業等表

彰実施要綱（平成１９年薩摩川内市告示第４９０号）に基づき表彰を受けた企業に対して、

各年度において４０点を上限として次に掲げる区分により加点する。 

 ａ 最優良建設工事施工企業表彰を受けた企業   ４０点 

 ｂ 優良建設工事施工企業表彰を受けた企業    ２０点 

（カ） サービスセンター 

 薩摩川内市水道事業サービスセンターの指定等に関する規程（平成１６年薩摩川内市水

道事業管理規程第１９号）に規定する「サービスセンター」の指定を受けている者（指定

を受けている団体に属する者を含む。）に対して、２０点を加点する。 

（キ） 水道関係技術者 

    水道施設の品質を確保するため、次に掲げる技術者の免許又は資格を有する者の数によ

り算定した数を加点する。 

この場合において、最高６０点を限度とする。（【Ａ区分】＋【Ｂ区分】≦６０点） 

【Ａ区分】（上限なし） 

一級管工事施工管理技士           ４点／人 

二級管工事施工管理技士           ２点／人 

一級配管技能士               ４点／人 

二級配管技能士               ２点／人 

給水装置工事主任技術者           ４点／人 

給水装置工事配管技能者           ２点／人 

日本水道協会配水管技能者講習修了者     １点／人 

日本ダクタイル鉄管協会配管技能者講習修了者 １点／人 

【Ｂ区分】（最高２０点） 

一級土木施工管理技士            ４点／人 

二級土木施工管理技士            ２点／人 

（ク） 保護観察対象者の雇用支援 

    鹿児島県協力雇用主会又はＮＰＯ法人鹿児島県就労支援事業者機構に登録している企業

に対して、２点を加点する。 

   （ケ） 担い手確保 

    ａ 若手活躍を推進するため、若手技術者（令和７年８月１日以前から継続して雇用さ



れている、平成３年２月２日以降に生まれた有資格技術職員）を雇用する企業に対し、

当該技術者１人につき２点を加点する。 

    ｂ 女性活躍を推進するため、女性技術者（有資格技術職員）を雇用する企業に対し、

当該技術者１人につき２点を加点する。 

     （※ ａｂ双方に該当する技術者にあっては、いずれか一方の加点対象とする。） 

   （コ） 働き方改革推進 

    仕事と生活を両立しやすい環境の整備を推進するため、イクボス宣言を行い、本市（コ

ミュニティ課）に届出を行っている企業に対し、２点を加点する。 

  （ケ） ＳＤＧｓ及びカーボンニュートラル達成への取組 

    薩摩川内市ＳＤＧｓチャレンジパートナー制度（第１２回までを対象とする。）への登録

企業に対し、２点を加点する。 

   （シ） 指名停止措置等 

 薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱（令和３年薩摩川内市訓令第

２号）に基づき指名停止を受けた企業及び本市が発注した工事の受注者で、当該工事に遅

延が生じたものについては、次に掲げるところにより減点する。 

ａ 指名停止措置 

３箇月未満 回数×（－１２点） 

３箇月以上６箇月未満 回数×（－２３点） 

６箇月以上 回数×（－３６点） 

ｂ 工事遅延 

１５日以上３０日未満 回数×（－ ６点） 

３０日以上６０日未満 回数×（－１２点） 

６０日以上 回数×（－２０点） 

 

 

２ 指名基準について                                              

 ⑴ 指名競争入札に付する場合、その競争性を確保するため、指名業者数は１０者以上を原則

とする。 

 

 

 ⑵ 指名競争入札に付する工事は、災害復旧工事等緊急性・地域性・信頼性を要する工事とす

る。 


